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平成２１年第４回見附市教育委員会臨時会会議録

○招集日時
平成２１年７月２３日（木）　午前１０時

○招集場所
見附市役所　４０２会議室

○
会議に付した議件


議第４０号
専決処分について（見附市公民館運営審議会委員の委嘱について）

議第４１号
専決処分について（見附市学校評議員の委嘱について）


議第４２号
見附市文化財保護審議会委員の委嘱について


議第４３号
平成２２年度使用の教科書採択について
○出席委員（５名）


委員長
加野　邦昭
君


委員長職務代理者
平野　義之
君

委員
小林　弘武
君


委員
南雲　京子
君


委員・教育長
神林　晃正
君

○事務局出席者


教育総務課長
野水　英男
君


学校教育課長
藤森　進
君


こども課長
星野　隆
君


まちづくり課長
田伏　智
君


学校教育課長補佐
今井　渉
君


こども課長補佐
佐藤　貴夫
君


教育総務課長補佐
星　正樹
君

教育総務課主査
武石　明彦
君
午前１０時開会
委員長
只今より、平成２１年第４回見附市教育委員会臨時会を開会いたします。

なお、教育委員会が所管する社会教育に関して市長部局であるまちづくり課が担当していることから議案の有無にかかわらず、まちづくり課長の出席を求めることといたしました。それでは、これより本日の会議を開きます。現在の出席委員５人全員であります。
委員長
日程第１　会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、会議規則第２７条の規定により南雲委員を指名します。

委員長
日程第２　報告事項　１．６月市議会定例会の一般質問について、２．平成２１年度「優れた社会教育重点推進プラン」社会教育重点推進プログラム事業について教育総務課長より説明願います。
教育総務課長

報告事項　１．　６月市議会定例会において、５月２５日の第３回教育委員会定例会において承認された補正予算については、６月２４日の議会本会議において議決されました。一般質問については、６月１６日、１７日に開催され、教育委員会に関係する質問が５人の議員からなされました。その概要について説明いたします。
関三郎議員からは、教育行政について次の４点について質問がなされました。１点目　就学援助においての質問で、給食費に係る国の基準が変わったが見附市の対応はいかがかという問いについては、示されたばかりなので今後検討していくとお答えしました。このことについては、この後、市長部局と協議し、学校給食費の実際にかかる単価に合わせて支援額を上げるという対応をすることとしています。２点目　中１ギャップについての質問で、中学校に進学して環境の変化から学習についていけない子どもの存在が注目されている。市の現状と対応はいかがかという問いについては、中１ギャップの発生率は県平均よりも低いが、今後、幼保、特に小中一貫連携推進等の成果が表れるように努力するとお答えしました。３点目　人権教育についての質問で、見附市の人権教育、特に本県特有な新潟水俣病、拉致問題などの指導内容についてどうなっているのかとの問いについては、本県特有な問題については二度とこのようなことを起こしてはならないといった姿勢に基づいて、教科書のほか「生きるⅢ」、県立環境と人間のふれあい館の利用、教材「新潟水俣病が教えてくれたもの」、アニメ版「めぐみ」の視聴など積極的な活用をお願いしているとお答えしました。４点目　子ども見守り隊についての質問で、ボランティア活動の状況並びに事故の際の保険の対応、参加者への表彰制度についての問いについては、全ての学校で組織があり活発に活動している。また、事故の際の保険は、学校支援補償制度により対応することとしている。更に、参加者の表彰については見附市褒賞条例やまちづくり貢献者褒賞規則により対応したいとお答えしました。また、この褒賞制度については、昨年度、教育委員会で協議し制定しました「教育サンクス賞」においても対応できるものと考えています。

渡辺みどり議員からは、場外舟券発売所問題について質問がなされました。子どもたちがパチンコ店やゲームセンターに出入りしているが学校は状況を把握しているかの問いについては、パチンコ店は法律に基づいて禁止されている。ゲームセンターについても法律に基づいて時間制限がされている。また、職員やＰＴＡ、青少年育成センターでパトロールを行い対応している。また、舟券売場は法律で認められている施設なので法律の範囲で子どもたちに指導を徹底していきたいとお答えしました。
高橋健一議員からは、非核・平和都市宣言、平和教育についての質問がなされました。広島平和式典に参加した生徒のその後の活動についての問いについては、報告会を実施し、報告書を作成して学校図書館に備えているとお答えしました。平和式典への参加人数の拡大と報告書の市図書館への設置は考えているかについての問いについては、参加人数の拡大は今のところ考えていない、また、報告書の市図書館への設置は個人情報の保護を考える中で検討していきたいとお答えしました。
佐々木志津子議員からは、教育行政について（特別支援教育について）の質問がなされました。校内委員会の状況とコーディネーターの研修についての問いについては、校内委員会は全学校に設置している。研修会は今年度も積極的に開催する予定であるとお答えしました。相談支援ファイルの運用についての問いについては、様式は様々であるが就学前、小中学校ともに作成しているとお答えしました。保護者への支援についての問いについては、わたぼうし、通級指導、こども課相談窓口で対応しているとお答えしました。
報告事項．２　平成２１年度「優れた社会教育重点推進プラン」社会教育重点推進プログラム事業について説明します。この事業は、２１年度から３か年計画で、文部科学省の補助事業として実施するものです。その概要は、見附市内の宝物、具体的には、物、人、伝統、習慣、行事、自然等を各地域から発掘してこれを整理し広く市民に伝えていく事業となっています。

委員長
只今の説明に対して、ご質問ございませんか。

（各委員から「ありません」の声あり）

委員長
ないようですので、次に移りたいと思います。

委員長
報告事項３．「見附の子どもの本　小学生向けリスト１００冊」選書について、４．教育コーディネーター及び学校支援地域本部委員について、一括して学校教育課長より説明願います。

学校教育課長
報告事項３、４については、学校教育課長補佐より説明いたします。

学校教育課長補佐
報告事項３．「見附の子どもの本　小学生向けリスト１００冊」選書について説明いたします。教育委員会が図書館及び学校と協力して作成した１００冊の選書リストを事前配布しましたが、本日、そのうち２冊の差し替えを行い新たなリストを配布させていただきました。事前配布したリストのうち「かたあしだちょうのエルフ」と「雪の写真家ベントレー」が差し替えとなっています。今後、検討を加え見附の子どもの本　小学生向けリスト１００冊を紹介する冊子を作成する予定としています。報告事項４．教育コーディネーター及び学校支援地域本部委員について説明します。これらについては、平成２１年度見附市「共創郷育」推進事業本部として各学校の委員がまとまりましたのでこれをご報告させていただきます。教育委員会では委員の人数を各学校７名程度と示しておりますが、学校の実情に合わせた対応を行っている為、各学校の人数にばらつきが出ています。
委員長
只今の説明に対して、ご質問ございませんか。

小林委員
リストについてだが、２冊の差し替えを行った理由はどうしてか。

学校教育課長補佐
様々な方々からご意見をいただいて選書しているところですが、物語が多くなっている状況で、伝記についても充実させていく為に差し替えを行いました。
委員長
１００冊を選書する意味合いと、今後どのように使っていくのかについて説明願いたい。
学校教育課長補佐
絵本の読み聞かせ、親子のふれあい、読む力は生きる力と言われていることから、様々な意味を込め、市では、読書推進活動を推進しています。昨年度は、乳幼児向けの１００冊を選書しました。今年度は小学校向けの１００冊を選書し、来年度以降は中学生向け１００冊を選書することとしています。これらにより見附の子ども達に是非読んで貰いたい指標となる１００冊を選書が行われ、学校図書館の環境整備を合わせて行うことで学校を中心に、家庭にも広げていく、広い読書活動の推進を行って行きたいと考えております。
委員長
この読書活動の推進については、新潟県の読書活動推進計画を受けて推進されているものなのか。
教育長
新潟県の読書推進計画を受けて、見附市の読書推進計画を策定した。その計画の実現ひとつとして、これらの取り組みがあるということになる。
委員長
学校図書館との関わりがでてくると思うが、選ばれた本を図書館に入れていくというような予算付けについてはどのようになっているのか。
教育長
予算については、学校図書を充実させていくということで、昨年度比で予算を増額している。今後、計画的に充実していくことになるが、できるだけ早めにセットとして揃えていきたいと考えていきたい。
教育長
今後、これらのリストだけではわかりづらいので、本の写真と解説を加えたガイドブックを作成することとしているが、これらの作成時期はいつになるのか。
学校教育課長補佐
計画では、８月に印刷し、９月に学校毎による読書展開、図書配置としています。若干、作業の進捗が遅れている状況です。
教育長
多少、遅れるのは、仕方がないが頑張っていただきたい。
委員長
読書の習慣づけは、家庭からスタートするところになるが、先生方からも協力をお願いしたい。乳幼児用に選書された１００冊について、こども課でそれを広める為の行事や方法について説明して欲しい。
こども課長
こども課では、家庭児童相談員や保健師がチームを作って各保育園を回っており、そのなかで読み聞かせを行っています。市内の保育園については、１００冊を４年計画で揃えていくこととしています。
委員長
親の子への読み聞かせの取り組みについては、どのように周知され、根付いているのか。
こども課長
各保育園では、読み聞かせの時間を増やすようにしています。また、それらの取り組みを家庭にも広めていくように周知していますので、読み聞かせの取り組みが家庭にも根付いてきているのではと期待しています。
委員長
家庭への取り組みが重要になってくるので頑張っていただきたい。
教育長
保育園では、保育園の絵本を貸し出すという取り組みも行われているので、次回の委員会などでは、その取り組みについても説明してほしい。
委員長
他にご質問ございませんか。

（各委員から「ありません」の声あり）

委員長
ないようですので、以上で報告事項を終了したいと思います。

委員長
議第４０号の専決処分について（見附市公民館運営審議委員の委嘱について）を議題とします。まちづくり課長に説明を求めます。
まちづくり課長
議第４０号の専決処分について説明します。見附市公民館運営審議委員の委嘱についてですが、学校関係者委員の交代に伴い、別紙のとおり委嘱を行うものです。なお、新委員の任期については、前任者の残任期間としています。
委員長
只今の説明に対して、ご質問ございませんか。

（各委員から「ありません」の声あり）

委員長
ないようですので、質疑を終結いたします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

（各委員から「異議なし」の声あり）
委員長
ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
委員長
議第４１号の専決処分について（見附市学校評議員の委嘱について）を議題とします。学校教育課長に説明を求めます。
学校教育課長
議第４１号の専決処分について説明します。見附市学校評議員の委嘱については、別紙のとおり委嘱を行うものです。
委員長
只今の説明に対して、ご質問ございませんか。

（各委員から「ありません」の声あり）

委員長
ないようですので、質疑を終結いたします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

（各委員から「異議なし」の声あり）
委員長
ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

委員長
議第４２号　見附市文化財保護審議委員の委嘱について議題とします。教育総務課長に説明を求めます。
教育総務課長

議第４２号　見附市文化財保護審議委員の委嘱について説明いたします。現在、委員が１名欠員となっておりまして、この度、別紙のとおり委嘱を行うものです。
委員長
只今の説明に対して、ご質問ございませんか。

（各委員から「ありません」の声あり）

委員長
ないようですので、質疑を終結いたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（各委員から「異議なし」の声あり）
委員長
ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり決定いたしました。
委員長
議第４３号　平成２２年度使用の教科書図書の採択について議題とします。学校教育課長に説明を求めます。
学校教育課長
議第４３号　平成２２年度使用の教科書図書の採択について説明いたします。７月　１６日に、三市南蒲地区教科用図書採択協議会が開催され、その中で協議が行われ別紙のとおり採択すべき平成２２年度使用中学校教科用図書の決定がなされました。なお、今回採択される教科書は、平成２２年度、２３年度使用されるものとなります。
小林委員
東京都知事が教科書をよく読んで欲しいと教育委員に呼びかけていたと報道がされている。今回の採択される教科書の中身は、私自身、読んでいないので良くわからない。また、採択の方法については、自治体によって違ってくるのか。
学校教育課長
今回の教科書採択は、中学校の新学習指導要領に実施までの間の２年間の使用ということで普段の採択に比べて、短い期間となっています。また、今回採択される教科書は、今までと同じものが引き続き使用されることになっています。
委員長
教育委員の役割のなかに、教科書選定があるので、私達、委員が教科書を読んで、どれが見附の子ども達にどれが必要になるのかを考える必要があると思う。
教育長
市では、三市南蒲の広域で教科書採択の対応を行っている。ＰＴＡの代表、教科書を担当する先生、行政の担当課長などにより調査していただき、三市南蒲各市町教育委員、教育長から構成される８名の協議会で選定し、各市町の教育委員会が最終的に採択する教科書決定するという流れになっている。今回の協議会では、今まで使用されていたものが引き続き２年間採択すべき教科書ということになった。これらの教科書については、お届けしてご覧いただくようにしたい。

委員長
２年後は、教科書の中身が変わり、大きな改訂となっている。教育委員会で決定した教科書について、学校では、教科書を教えるのではなく、教科書で何を教えていくのかが融通性のある部分になってくるのではないかと思う。
委員長
他にご質問ございませんか。

（各委員から「ありません」の声あり）
委員長
ないようですので、質疑を終結いたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（各委員から「異議なし」の声あり）
委員長
ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり決定いたしました。
委員長
以上で本日提出されました議題の審議は全て終了しました。これで平成２１年第４回見附市教育委員会臨時会を閉会いたします

午前１０時３０分閉会

以上、会議の大要を記載しその内容に相違ないことを証するため、委員長及び会議録署名委員ここに署名する。

                   委員長
                   会議録署名委員






